
第　15　章　　　そ　の　他

１　　公共事業箇所評価について

１　公共事業箇所評価について（秋田県公共事業評価体系図参照）

（１） 制度の一元化

（２） 公共事業箇所評価の位置付け

（３） 外部評価委員会の審議

①　「新規箇所評価」　　②　「継続箇所評価」　　③　「終了箇所評価」

（４） 個別事業別判定基準の設定
　より客観的で精度の高い評価を行うため、これまで一律に設定していた評価基準を、道路、
河川、下水道事業など、個別の事業特性に応じて設定する。

　条例に基づく公共事業評価システムと、要綱に基づく公共事業箇所選定システムが並立し、
制度の一貫性、明確さに欠けるため、評価条例に基づく制度（評価に関するマニュアル）に一
本化している。

　事業を構成する箇所ごとに、事業実施の背景、外部環境、目的、事業内容などが異なるた
め、箇所評価を重視した仕組みとして、事業評価の傘下に公共事業箇所評価を独立して位置
付けている。

　従来は、継続箇所評価（内部評価）と再評価（外部評価）を実施してきたが、新規箇所評価と
終了箇所評価を加え、さらに継続箇所評価と再評価を一本化することにより、公共事業箇所
評価は以下の３区分となっている。あわせて、評価の更なる充実及び透明性、客観性の確保
の観点から、これら全てを外部評価委員会（公共事業箇所評価専門委員会）の審議の対象と
している。
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→→→　新秋田元気創造プランの６戦略（中間評価）

→→→　新秋田元気創造プランの３１施策（中間評価）

→→→　予算事業（目的設定、中間評価、事後評価）

→　補助、単独事業
　　　（建設部、農林水産部 所管事業）　　　　　　　　　　

→　新規要望箇所（事前評価）

→　事業継続箇所　中間評価（５、１０年ごと実施）
　　　 ※　サイクルの中間年には評価基準点の確認

→　事業終了箇所（事後評価）

知事が行う政策等の評価の体系（全体）

政 策 評 価

新規箇所評価

継続箇所評価

終了箇所評価

研究課題評価

施 策 評 価

事 業 評 価

公共事業箇所評価

秋田県公共事業評価体系

公共事業箇所評価

終了箇所評価

自己評価の実施
（所管課長）

他事業への
フィードバック

事 後 評 価

新規箇所評価

自己評価の実施
（所管課長）

継続箇所評価

自己評価の実施
（所管課長）

最終評価の実施
（新規箇所選定会議）

対応方針の決定
（選定、保留）

対応方針の決定
（継続、中止）

新 規 評 価 中 間 評 価

結果の予算編成などへの反映

公共事業評価専門委員会による調査・審議

事 業 評 価
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２　　委員会及び付属機関等
（Ｒ4.4現在）

        〃　　　  前　田　恵　理　（秋田大学大学院医学系研究科准教授）

        〃　　 　 牧　野　博　美　（秋田市都市整備部建築指導課長）

  行う。         〃　　　  小　松　奈　美　（一級建築士）

        〃　　　  山　口　邦　雄　 (秋田県立大学システム科学技術学部教授)

　び行政不服審査請求の裁決、 　委  　　員　　西　野　三紀子　（弁護士）

　その他同法の調査審議を 　　　 〃　　　  相　原　　　　学　（（一財）秋田経済研究所 所長） 

　　　 〃　　　　安　保　　和　仁　（東日本建設業保証㈱秋田支店長）

秋田県建築審査会 　建築基準法に規定する同意及   会　　　長　　松　本 　 真　 一  （秋田県立大学システム科学技術学部教授）

　について報告を受け、その内 　委　　 　員　 千　葉 　 一　明　（行政書士）

　容を審議する。 　　　 〃　　　　加　納　　静　佳　（一級建築士）

秋田県入札制度 　県が発注した建設工事に関し、 　委  員  長   石　田　  英　 憲　（弁護士）

適正化推進委員会 　入札・契約手続の運用状況等   委員長 代理   及　川　　  　 洋  （秋田大学名誉教授）

　　　 〃　　　　松　本　　　　章  （国土交通省東北地方整備局秋田河川国道事務所長）

　　　 〃　　　　北　林　 一　成　（(一社)秋田県建設業協会会長職務代理者）

　　　 〃　　　　松　橋 　雅　子　（Ｍ’s設計室主宰）

　　　 〃　　　　伊　藤　 隆　喜　（(一社)秋田県県土整備コンサルタンツ協会会長）

　　　 〃　　　　川　口　 秀　人　（秋田労働局長）

　法第３９条の２第１項） 　委　　　員　　阿　部　 公　雄　（(一社)秋田県空調衛生工事業協会会長）

　　　 〃　　　　伊　藤　      驍　（㈱スリーアイバード代表取締役）

　　　 〃　　　　大　友　　　　円  （秋田瀝青建設(株)工務部課長）

秋田県建設業審議会 　建設業の改善に関する重要事 　会　　  長　　及　川　　  　洋  （秋田大学名誉教授）

　項を調査、審議する。（建設業 　会長代理    松  本 　真  一  （秋田県立大学システム科学技術学部長）

　　　 〃　　　　淡　 路　 孝　 次  （一級建築士）

　　　 〃　　　　菅　 野　 秀 　人　（秋田県立大学教授）

　　　 〃　　　　荻 　野 　俊　 寛　（秋田大学准教授）

　　　 〃　　　　渡　 邊　 由　 記　（一級建築士）

　　　 〃　　　　谷川原　 郁   子　（一級建築士）

　　　 〃　　　　藤　 原   美佐子  （弁護士）

　及び仲裁を行う。（建設業法第 　委　　　員　　阿　 部   千鶴子  （司法書士）

　２５条） 　　　 〃　　　　石　 田　 英　 憲　（弁護士）

秋田県建設工事 　建設工事の請負契約に関する 　会　　  長　　長　 岐 　和　 行  （弁護士）

紛争審査会 　紛争についてあっせん、調停 　会長代理    山　 本   隆   弘  （弁護士）

　予備委員  　髙　 橋 　佑　輔　（弁護士）

　     〃　　   　田　 中　 昌　子　（元県職員）

　　　 〃　　　　湊　 屋 　隆　夫  （株式会社秋田銀行相談役）

　　　 〃　　　　金　 田　 早　苗　（学校法人聖霊学園理事）

　の確認等を行う。 　　　 〃　　　　佐々木　 俊　幸  （弁護士）

　　　 〃　　　　近　 藤　 悦　応　（秋田県農業協同組合中央会常務理事）

　は使用の裁決（権利取得裁決 　会長代理    山　 本　 尚　子　（弁護士）

　及び明渡裁決）、和解、協議 　委　　　員　　千　 田　 幸　紀　（不動産鑑定士）

名　　　　　称 担 当 す る 事 務 委　　　　　　　　　　　　　員
秋田県収用委員会 　土地収用法に基づき、収用又 　会　　  長　　面　 山 　恭　子　（弁護士）
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　　　 〃　　　　栁　沢　富美男 （一級建築士）

　　　 〃　　　　池　田　佐　保　（二級建築士）

　委　　　員　　田　中　 倫　英　（秋田県建設部長）

　　　 〃　　　　荻　原　　　　勲　（秋田県警察本部生活安全部長）

　委　　　員　　稲　田　　　  仁　（秋田県興行生活衛生同業組合理事長）

　　《県及び関係行政機関職員》

　委　　　員　　石　井　 正　幸　（秋田県屋外広告美術協同組合理事長）

　　《興行場営業者》

　　　 〃　　　　渡　邊　 由　記　（一級建築士）

　　《広告業者》

　　　 〃　　　　相　場　 哲　也　（秋田県商工会議所連合会常任幹事）

　　　 〃　　　　菅　原　 香　織　（秋田公立美術大学准教授）

審議会 　定又は変更及び許可基準設 　委　　　員　　遠　藤　 敏　明  （秋田大学教育文化学部教授）

　定等の知事諮問に対する答申 　　　 〃　　　　齊　藤　 育　雄  （秋田県飲食業生活衛生同業組合理事長）

秋田県屋外広告物 　広告物の許可、禁止区域の指 　　《学識経験者》

　２．市街化調整区域内におけ 　　　〃　　　 　佐々木　吉　秋　（秋田県農業会議副会長）

　　　る開発行為を許可する場 　　　〃　　　   谷川原　郁　子　（一級建築士）

　　　合の議決 　　　〃　　　　 松  本    　　章　（国土交通省秋田河川国道事務所長）

秋田県開発審査会 　１．開発許可処分等の審査請 　委　　　員　　山　口　 邦　雄　（秋田県立大学システム科学技術学部教授）

　　　求に対する裁決 　　　〃　　　　 木　元 　愼　一　（弁護士）

　　　 〃　　　　鈴　木　 健　太　（　　　　　〃　　　　 ）

　　　 〃　　　　鳥　井　 　　 修　（　　　　　〃　　　　 ）

　　《市町村議会議長代表者》

　　　 〃　　　　冨　田　 義　行　（秋田県町村議会議長会会長）

　　《県議会議員》

　委　　　員　　佐　藤　 信　喜　（秋田県議会議員）

　　《市町村長代表者》

　委　　　員 　 田　口　 知　明　（仙北市長）

　　　 〃　　　  坂　本　 　　 修　（東北農政局長）

　　　 〃　　　　森　田　 正　敏　（秋田県警察本部長）

　　《関係行政機関職員》

　委　　　員    山　本　　　　巧　（東北地方整備局長）

　　　 〃　　　  田　中　 由　紀　（東北運輸局長）

　　　の建議 　　　〃　　　   谷川原　郁　子　（一級建築士）

　　　〃　　　 　相　沢　 陽　子　（秋田経済研究所研究員）

　　　議決 　　　〃　　　　 ヨン キム フオン ロザリン　（秋田大学大学院医学系研究科助教）

　３．都市計画に関する事項に 　　　〃　　　　 進　藤　 政　弘　（秋田商工会議所常議員）    

　　　ついての関係行政機関へ 　　　〃　　　 　木　元　 愼　一　（弁護士）

審議会 　　　意見答申 　会　　　長　　山　口　 邦　雄　（秋田県立大学システム科学技術学部教授）

　２．知事の定める都市計画の 　委　　　員　　佐々木　吉　秋　（秋田県農業会議副会長）　　　

　　　 〃　　　　伊 藤　加久子　（二級建築士）

秋田県都市計画 　１．都市計画区域の指定等の 　　《学識経験者》

　　　 〃　　　　小　林　凡　子　（一級建築士）

　　　 〃　　　　清水川　道 子  （二級建築士）

　権限に属させられた事項の処

　理を行う。 　　　 〃　　　　鈴　木　浩　樹  （一級建築士）

　二級建築士及び木造建築士試 　委　　　員　　珍　田　伸　一　（一級建築士）

　験に関する事務及び法に基づ

名　　　　　称 担 当 す る 事 務 委　　　　　　　　　　　　　員
秋田県建築士審査会 　建築士法第２８条の規定による 　会　　　長　　村　田　良　太　（一級建築士）
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　　　 〃　　　　佐　藤　 勝　美　（(株)ﾌﾟﾙｰﾌあいｱｰｷﾃｸﾂ代表取締役）

　　　 〃　　　　菊　地 　道　彦　（角館まちづくり研究所）

　　　 〃　　　　古　山　　　　司　（秋田県建設部港湾空港課長）

　　　 〃　　　　勝　倉　 貞　明　（財務省函館税関秋田船川税関支署長）

　　　 〃　　　　田　中　 倫　英　（秋田県建設部長）

　幹　　　事　　荒　川　　　　圭　（国土交通省東北地方整備局秋田港湾事務所長）

　　　 〃　　　　佐々木　　　 敏　（国土交通省東北運輸局秋田運輸支局長）

　委　　　員　　佐　藤 　信　喜　（秋田県議会議員）

　　《幹事》

　　　 〃　　　　湊　　　　貴　信  （由利本荘市長）

　　《秋田県議会議員》

　　　 〃　　　　齊　藤 　滋　宣　（能代市長）

　　　 〃　　　　菅　原 　広　二　（男鹿市長）

　　《港湾関係自治体》

　委　　　員　　穂　積　 　　 志　（秋田市長）

　　　 〃　　　　田　中　 由　紀 （東北運輸局長）

　　　 〃　　　　佐　野　 泰　昭 （財務省函館税関長）

　委　　　員　　山　本　　 　巧 （東北地方整備局長）

　　　 〃　　　　地　村　智　明 （第二管区海上保安本部秋田海上保安部長）

　　　 〃　　　　仲　村　 こずえ　（㈱レジーナ　貿易・開発部長）

　　《関係行政機関》

　　　 〃　　　　藤　川　　　　純　（秋田県港湾労働組合協議会議長）

　　　 〃　　　　嶋　田　 康　子　（日の出運輸企業㈱　代表取締役会長）

　　　 〃　　　　佐　藤　金　光　（秋田船川水先区水先人会会長）

　　　 〃　　　　西　宮 　公　平　（秋田海陸㈱　代表取締役社長）

　　　 〃　　　　泉　　　  直　樹　（日本通運㈱　秋田支店長）

　　　 〃　　　　加賀谷　     弘　（秋田県漁業協同組合代表理事組合長）

　　《港湾関係者》

　委　　　員　　松　田　　 　 博　（㈱マリーナ秋田　代表取締役）

　　　 〃　　　　松　橋 　雅　子　（（一社）秋田県建築士会女性委員長）

　　　 〃　　　　武　藤 　正　子　（オフィス　ブランケットブ代表）

　　　 〃　　　　梅　森   栄利子 （元大学講師）

　　　 〃　　　　相　沢 　陽　子　（（一財）秋田経済研究所研究員）

秋田県地方港湾 　重要港湾及び地方港湾に関す 　　《学識経験者》

審議会 　る重要事項の調査審議 　委　　　員 　 成  瀬　　 　 進　（（一財）国際臨海開発研究センター調査役）

　　　重要事項の意見答申

　　　基づく勧告の意見答申 　　　 〃　　　　鎌　田　 光　明　（秋田工業高等専門学校助教）

　３．その他景観保全に関する

　　　定等の意見答申 　　　 〃　　　　菅　原　 香　織　（秋田公立美術大学景観デザイン専攻准教授）

　２．届出行為景観保全基準に

秋田県景観保全 　１．景観保全基本方針、届出 　会　　　長　　安　達　真由美　（一級建築士）

審議会 　　　行為景観保全基準等の設 　委　　　員　　名　取　 洋　司　（国際教養大学グローバル・スタディズ領域准教授）

名　　　　　称 担 当 す る 事 務 委　　　　　　　　　　　　　員
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　意見の申出（国土利用計画法

　第３９条第１項）

　する場合及び遊休土地の利用 　　　 〃　　　　近　藤　悦　応　  （秋田県農業協同組合中央会常務理事）

　促進のため勧告をする場合の 　　　 〃　　　  佐　藤　龍　司　  （秋田県森林組合連合会代表理事専務）

　　　 〃　　  　戸　澤　一　 喜　 （不動産鑑定士）

　土地取引の届出について勧告 　　　 〃　　　　大　滝　恵里子　 （一級建築士）

審査会 　域の指定及び指定解除につ 　会長代理　  小野寺　倫  子   （秋田大学教育文化学部准教授）

　いての意見の申出または確認 　委　　　員  　丸　山　紗代子　 （弁護士）

秋田県土地利用 　注視区域・監視区域・規制区 　会　　　長  　石　川　祐　一　  （秋田県立大学生物資源科学部准教授）

　　　 〃　　　　山　陰　逸　郎　（秋田県不動産鑑定士協会会長）

　　　 〃　　　　戸　松　清　一  （（社）秋田県宅地建物取引業協会常務理事）

　　　 〃　　　　笠　井　みち子 （秋田県消費者協会理事）

　　　 〃　　　　永　吉　武　志  （秋田県立大学生物資源科学部准教授）

　　　 〃　　　　竹　田　勝 　美 （弁護士）

　　　 〃　　　　小　松　佳　 和 （秋田県森林組合連合会副会長理事）

　計画法第３８条第１項） 　　　 〃　　　　田　中　洋　平  （秋田県商工会連合会理事）

　　　 〃　　　　斎　藤　祐　希 （㈱秋田魁新報社総務局人事部）

計画審議会 　村計画及び土地利用基本計画 　会長代理　  青　木　　　 満　（元秋田県生活環境部長）

　に関する調査、審議（国土利用 　委　　　員  　加　藤　エリ子　（秋田県農業会議理事）

秋田県国土利用 　国土利用計画県計画、同市町 　会　　　長  　日　野　　　 智　（秋田大学大学院工学資源学研究科准教授）

　　　 〃　　　　関　口　久美子  （株式会社トースト 常務取締役）

　　　 〃 　　　 徳　重　 英　信　（秋田大学大学院理工学研究科 教授）　

　　　 〃　　　　永　吉 　武　志  （秋田県立大学生物資源科学部 准教授）

　　　 〃　　　　名　取　 洋　司 （国際教養大学 准教授）

　　　 〃　　　　込　山　 敦　司  （秋田県立大学システム科学技術学部 准教授）

　　　 〃　　　　齊　藤　 靖　子  （株式会社萬盛閣 代表取締役）

　の実施状況を調査・審議 　     〃         荻　野　 俊　寛  （秋田大学大学院理工学研究科 准教授）

　　　 〃　　　　小　山　 澄　子  （環境カウンセラー）

公共事業評価 　県が実施した公共事業箇所評 　委　　　 員   相　原　      学  （（一財）秋田経済研究所 所長）

専門委員会 　価（新規・継続・再評価・終了） 　     〃         一　色　 順　子 （日本防災士会秋田県支部 副支部長）

名　　　　　称 担 当 す る 事 務 委　　　　　　　　　　　　　員
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３　　建設部関係団体一覧表

４　　建設部本庁・地方機関一覧表

本庁　　〒０１０－８５７０　秋田市山王四丁目１番１号

地方機関

　　皆瀬・板戸ダム管理事務所 〒012-0183　湯沢市皆瀬字小貝渕１１－２ TEL　0183-46-2100 FAX　0183-46-2549

　　大松川ダム管理事務所 〒019-1101　横手市山内大松川字木戸口６０番地 TEL　0182-53-3462 FAX　0182-53-3248

雄勝地域振興局建設部 〒012-0857　湯沢市千石町二丁目１番１０号 TEL　0183-73-6164 FAX　0183-73-4206

　　協和ダム管理事務所 〒019-2401　大仙市協和船岡字大川前８ TEL　018-893-2801 FAX　018-893-2803

平鹿地域振興局建設部 〒013-8502　横手市旭川一丁目３番４１号 TEL　0182-32-6205 FAX　0182-32-0246

仙北地域振興局建設部 〒014-0062　大仙市大曲上栄町１３番６２号 TEL　0187-63-3111 FAX　0187-63-1328

　　鎧畑ダム管理事務所 〒014-1204　仙北市田沢湖田沢字中山４４番地７号 TEL　0187-42-2311 FAX　0187-42-2031

由利地域振興局建設部 〒015-8515　由利本荘市水林３６６番地 TEL　0184-22-5436 FAX　0184-22-5493

　　大内ダム管理事務所 〒018-0903　由利本荘市小栗山字岩船 TEL　0184-67-2767 FAX　0184-67-2261

　　旭川ダム管理事務所 〒010-0824　秋田市仁別字マンタラメ１１５番地の６ TEL　018-827-2040 FAX　018-827-2041

　　岩見ダム管理事務所 〒019-2742　秋田市河辺三内字財の神国有林地内 TEL　018-883-2301 FAX　018-883-2301

　　水沢ダム管理事務所 〒018-2501　山本郡八峰町峰浜水沢字水沢山１３番地 TEL　0185-76-3945 FAX　0185-54-5226

秋田地域振興局建設部 〒010-0951　秋田市山王四丁目１番２号 TEL　018-860-3432 FAX　018-860-3836

山本地域振興局建設部 〒016-0815　能代市御指南町１番１０号 TEL　0185-52-6101 FAX　0185-54-5226

　　素波里ダム管理事務所 〒018-3205　山本郡藤里町粕毛字鹿瀬内沢国有林 TEL　0185-79-1101 FAX　0185-79-1164

　　早口ダム管理事務所 〒018-3505　大館市早口字大割沢１番地 TEL　0186-59-2311 FAX　0186-59-2312

　　山瀬ダム管理事務所 〒018-3501　大館市岩瀬字大川目元渡４－１９８ TEL　0186-53-2011 FAX　0186-53-2013

　　萩形ダム管理事務所 〒018-4432　北秋田郡上小阿仁村南沢字小阿仁奥山国有林 TEL　0186-77-2244 FAX　0186-77-2255

　　森吉ダム管理事務所 〒018-4511　北秋田市森吉字砂子沢下岱７０ TEL　0186-76-2448 FAX　0186-76-2034

FAX　0186-23-6074

　　砂子沢ダム管理事務所 〒017-0201　鹿角郡小坂町大字小坂字向１２５ TEL　0186-25-8227 FAX　0186-23-6074

北秋田地域振興局建設部 〒018-3393　北秋田市鷹巣字東中岱７６番地の１ TEL　0186-62-3111 FAX　0186-62-9540

大館能代空港管理事務所 〒018-3454　北秋田市脇神字カラムシ岱２１－１４４ TEL　0186-63-1001 FAX　0186-63-1009

鹿角地域振興局建設部 〒018-5201　鹿角市花輪字六月田１ TEL　0186-23-2301

TEL　018-886-3362 FAX　018-886-3365

FAX　0185-24-4780

能代港湾事務所 〒016-0807　能代市字大森山１番地２ TEL　0185-54-8246 FAX　0185-52-7732

秋田空港管理事務所 〒010-1211　秋田市雄和椿川字山籠４９番地

船川港湾事務所 〒010-0511　男鹿市船川港船川字外ヶ沢１３４番地 TEL　0185-23-3721

名　　　　　　　　称 住　　　　　　　　　　　所 TEL FAX

秋田港湾事務所 〒011-0945　秋田市土崎港西一丁目７番１号 TEL　018-845-2021 FAX　018-845-2270

道 路 課 TEL　018-860-2483 FAX　018-860-3837

下水道マネジメント推進課 TEL　018-860-2461 FAX　018-860-3813 営 繕 課 TEL　018-860-2582 FAX　018-860-3901

建 設 政 策 課 TEL　018-860-2415 FAX　018-860-3800 河 川 砂 防 課 TEL　018-860-2511 FAX　018-860-3809

都 市 計 画 課 TEL　018-860-2441 FAX　018-860-3845 建 築 住 宅 課 TEL　018-860-2561 FAX　018-860-3819

技 術 管 理 課 TEL　018-860-2431 FAX　018-860-3800 港 湾 空 港 課 TEL　018-860-2541 FAX　018-860-3804

〒０１０－０９４１
秋田市川尻町字大川反１７０－１７７ 佐 藤 和 義
〒０１０－１４０９
秋田市南ヶ丘二丁目１－１ 川 辺 透
〒０１０－０００１
秋田市中通二丁目３－８（アトリオンビル５階） 中 野 賢 俊
〒０１０－１６２３
秋田市新屋字砂奴寄４－６ 嘉 藤 正 和

（一財）秋田県総合公社 ０１８－８９６－７１００
理事長

（一財）秋田県建築住宅センター ０１８－８３６－７８５０
理事長

秋田県土地開発公社 ０１８－８９２－６７００
理事長（建設部建設技監）

団　　体　　名　　等 所　　　　　　　　　在　　　　　　　　　地 電話番号 代表者名

（一財）秋田県建設・工業技術センター ０１８－８６３－４４２１
理事長
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